
7市報令和３年（2021年）7月15日号 対対象　日日時　場場所　費費用　講講師　持持ち物　内内容　期期間　直直接会場へ　問問合せ　申申込み凡例

名称 日時 場所 申込み・問合せ

予
市
民
相
談

法律相談 4日㈬・11日㈬・18日㈬・25日㈬
午後1時～4時30分(いずれも30分7枠)

市
役
所
相
談
室

秘書広報課広報広聴係
☎042-497-1808
対市内在住・在勤・在
学の方

※7月15日午前8時30分
から各相談日前日の午
後5時まで受け付け。

※新型コロナウイルス
感染症防止対策とし
て、相談時には、マス
クの着用、手洗いまた
は手指の消毒にご協力
ください。また、受付
時には検温をさせてい
ただき、体調チェック
票へのご記入をお願い
します。

土地家屋調査士
相談（境界・測量
・登記）

5日㈭午後1時～3時
（いずれも30分4枠）

不動産取引相談

年金・労働相談 11日㈬午前9時30分～11時30分
（40分3枠）

司法書士相談（登
記・相続・遺言）

11日㈬午後1時～3時30分
（30分5枠）

税務相談
18日㈬午前9時30分～11時30分

（いずれも30分4枠）
行政書士相談

（相続・遺言書等
の手続）

交通事故相談 25日㈬午後1時～3時30分
（50分3枠）

※市民相談「行政相談」は現在、相談を見合わせております。ご相談は、総務省の電話
相談をご利用ください。「行政苦情110番」☎0570-090110もしくは☎03-3363-1100（い
ずれも平日午前9時～午後5時）
※市民相談「人権身の上相談」は現在、相談を見合わせております。ご相談は、法務局
の電話相談をご利用ください。「みんなの人権110番」☎0570-003-110、「女性の人権ホ
ットライン」☎0570-070-810、「子どもの人権110番」☎0120-007-110（いずれも平日午
前8時30分～午後5時15分）

予直電防犯相談（犯
罪被害者支援なども
含む）

毎週月～金曜日（水曜日・祝日を除く）
午前8時30分～午後5時 防災防犯課防犯係

☎042-497-1848
直母子・父子・女性相
談

毎週月～金曜日（祝日を除く）
午前8時30分～午後5時

生活福祉課
☎042-492-5111（代表）

直電子ども家庭相談 毎日（火曜日を除く）
午前9時～午後5時

子ども家庭支援センター
☎042-495-7701

予電教育相談
毎週火～土曜日（祝日を除く）
午前9時～午後5時
※受け付けは午後4時30分まで

教
育
支
援

セ
ン
タ
ー

教育相談室
☎042-493-3526
※電話予約は午前9時
から受け付け。

予
電
ア
イ
レ
ッ
ク
相
談

一般相談
3日㈫・5日㈭・13日㈮・17日㈫・19日
㈭・27日㈮・31日㈫午前10時～午後3
時50分 男女共同参画センター（アイレ

ック）
☎042-495-7002
※電話予約は平日午前8時30
分～午後5時に受け付け。
※保育あり（要予約）。
※電話による相談も可能。

一般相談（夜間） 19日㈭午後5時30分～8時50分
DV・モラハラ相
談

4日㈬・11日㈬・12日㈭・18日㈬・26
日㈭午前10時～午後3時50分

法律相談 10日㈫・24日㈫午後2時～4時

しごと相談
6日㈮・17日㈫午前10時～午後2時50
分
※8月より月2回に増設しました

直電消費生活相談 毎週月～金曜日午前10時～午後4時
（正午～午後1時と祝日を除く）

消費生活センター
☎042-495-6212

直清瀬・ハローワー
ク就職情報室

毎週月～金曜日（祝日を除く）
午前9時～午後5時

クレアビル
（4階） 

清瀬・ハローワーク就
職情報室
☎042-494-8609

月の8 予＝予約　直＝直接　電＝電話

清瀬、東大和を中心に北多摩の魅力を発信中！清瀬市公式Instagram

Instagramマガジン「キタマガ」「＃清瀬コレクション」「@city_kiyose」を
つけて写真を投稿しよう！ 詳しくはこちら

詳しくは
こちら

★さしあげます：新生児用紙おむつ（3Ｓ）、木製ダイニングテーブルセット（６人用）、ラタン長イス（3人用）　
★ゆずってください：今回はありません申 問7月15日午前9時から電話で消費生活センター☎042-495-6211へ

リサイクル情報
（無料・先着順）

　 令和3年度後期高齢者医療制度について

　今年度の後期高齢者医療保険料
額決定通知書を7月14日㈬に発送
しました。
　8月から保険証の負担割合が変
更となる方には、新しい保険証を
簡易書留で7月15日㈭に発送しま
す。
◆自己負担の割合
　医療費などの自己負担の割合は
下表のとおりです。自己負担の割
合は前年の所得の状況に応じて毎
年見直されるため、有効期限前で
も自己負担の割合が「1割」から「3
割」、または「3割」から「1割」に
変更になることがあります。世帯
全員が住民税非課税の場合は、「限

度額適用・標準負担額減額認定
証」、現役並み所得1・2に該当す
る方は「限度額認定証」の交付（要
申請）を受けることができます。
　すでに認定証をお持ちの方で、
今年度も基準に該当する方には、
7月下旬に新しい認定証を普通郵
便で発送します。 問保険年金課
高齢者保険係☎042-497-2050
※確定申告期限の延長期間内に申
告を行った方がいる世帯の場合、
保険証の負担割合、認定証の負担
区分、保険料額が変更となる場合
があります。変更となった際は、
改めて通知します。

負担割合 負担区分 判定基準

3割
（同じ世帯の後期高齢者医
療被保険者のなかに住民税
課税所得が145万円以上の
方がいる場合）

現役並み所得3 住民税課税所得が690万円以上の方
がいる世帯の方

現役並み所得2 住民税課税所得が380万円以上の方
がいる世帯の方

現役並み所得1 住民税課税所得が145万円以上の方
がいる世帯の方

1割
（同じ世帯の後期高齢者医
療被保険者全員の住民税課
税所得がいずれも145万円
未満の場合）

一般 現役並み所得者、住民税非課税世帯
に該当しない方

住民税非課
税など

区分2 世帯の全員が住民税非課税で、
区分1に該当しない方

区分1

（1）世帯の全員が住民税非課税、年
金収入80万円以下でその他の所得
がない方

（2）世帯の全員が住民税非課税で老
齢福祉年金を受給している方

　 住宅改修に伴う固定資産税の減額

①耐震・バリアフリー・熱損失防
　止（省エネ）改修減額
　定められた条件を満たす耐震・
バリアフリー・熱損失防止（省エ
ネ）改修を行った家屋については、
施工完了日から3か月以内の申告
により、翌年度の当該家屋に係る
固定資産税額が減額されます（期
間内に申告ができなかったことに
ついて、特段の事情があると認め
られる場合はこの限りではありま
せん）。なお、耐震改修または熱
損失防止（省エネ）改修が、長期
優良住宅の認定を受けて改修され
た場合は、減額割合が拡充されて
います。
◆耐震改修＝昭和57年1月1日以
前から所在する住宅で、令和4年
3月31日までに建築基準法に基づ
く現行の耐震基準に適合するよう
改修工事を施し、一定の要件に該
当する場合
◆バリアフリー改修＝新築された
日から10年以上経過した住宅で、
令和4年3月31日までにバリアフ

リー改修工事を施し、一定の要件
に該当する場合
◆省エネ改修＝平成20
年1月1日以前から所在
する住宅で、令和4年3
月31日までに省エネ改
修工事を施し、一定の
要件に該当する場合
②要安全確認計画記載建築物等の
　耐震改修家屋の減額
　建築物の耐震改修の促進に関す
る法律に規定する要安全確認計画
記載建築物または要緊急安全確認
大規模建築物について、政府の補
助を受けて、令和5年3月31日ま
でに建築基準法に基づく現行の耐
震基準に適合させるよう改修工事
を行った場合、施工完
了日から3か月以内の
申告により、翌年度か
ら2年間、当該家屋に
係る固定資産税額が減
額されます。
問課 税 課 固 定 資 産 税 係 ☎042-
497-2042

 一部改正案による改正事項

改正前 ・委員会の委員は20名以内で組織し、委員のうち半数は公募の委員とする。
・委員会の委員の任期は2年とし、再任することはできない。　

改正後 ・委員会は、公募による20名以内の委員で組織する。
・委員会の委員の任期は2年とし、委員の再任の期間は2年までとする。

  清瀬市まちづくり委員会は「清
瀬市まちづくり基本条例」に基づ
く市長の附属機関として設置さ
れ、平成15年より運用されてき
ました。設置後15年が経過した
ことをきっかけとして改めて運用
面を見直すため、令和元年より、
委員を経験した方々による検討会

を開催し、このたびその意見を取
りまとめ、条例の一部改正案（下
表参照）を作成しましたので、説
明会を開催します。 日7月30日㈮
午後6時～7時 場市役所本庁舎 
問企画課市民協働係☎042-497-
1803

詳しくは
こちら

詳しくは
こちら

　清瀬市、小平市、東村山市、東
久留米市、西東京市立の小・中学
校に冊子を配布します。多摩北部
それぞれのまちの魅力を再発見し
ながら謎解きに挑戦してみません
か？　夏季プログラムの謎を解い
た方には、秋季プログラムの応募
だけでなく先着で記念品のプレゼ
ントがあります。詳細は、各学校
に配布される冊子または多摩六都
科学館ホームページをご覧くださ
い。【実施プログラム】①夏季プ
ログラム＝5市まち歩き謎解きプ
ログラム（セルフ式）②秋季プロ
グラム＝謎解きプラネタリウム、

謎解きナイトミュージアム（参加
型） 対①左記の5市に在住・在学
の小・中学生②秋季プログラム当
選者とその保護者（1組2人）各回
50組100人 日①7月24日㈯～8月
31日㈫②謎解きプラネタリウム
＝10月9日㈯・30日㈯午後5時30
分～6時30分、ナイトミュージア
ム＝11月6日㈯・12月25日㈯午後
5時30分～7時 場①清瀬市内・小
平市内・東村山市内・東久留米市
内・西東京市内など②多摩六都科
学 館 問多 摩 六 都 科 学 館 ☎042-
469-6100、企画課企画調整担当
☎042-497-1802

～たまろくまちの探検隊・謎解きミュージアム～

多摩北部広域子ども体験塾

清瀬市まちづくり基本条例（一部改正案）
について説明会を開催します


